
議
第
四
十
一
号

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

削
除

第
三
条
第
一
項
中
「
同
条
の
」
を
「
同
条
に
規
定
す
る
」
に
、
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
露
店
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
営
業
に

つ
い
て
は
、
当
該
基
準
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

営
業
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
定
め
た
食
品
衛
生
責
任
者

の
氏
名
を
当
該
営
業
許
可
に
係
る
営
業
の
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。

別
表
第
三
一
の
項
中
「
魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業
」
を
「
魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
」
に
、
「
び
ん
詰
食
品
製
造

業
」
を
「
瓶
詰
食
品
製
造
業
」
に
改
め
、
同
項
構
造
等
に
関
す
る
基
準
の
欄
第
二
号
中
「
さ
ら
に
」
を
「
更
に
」

に
改
め
、
同
欄
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
す
き
ま
」
を
「
隙
間
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
中
「
魚
介
類
せ
り
売

業
」
を
「
魚
介
類
競
り
売
り
営
業
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
め
ん
類
製
造
業
」
を
「
麺
類
製
造
業
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
ゆ
で
め
ん
」
を
「
ゆ
で
麺
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
第
二
条
、
別
表
第
一
（
十
一
の
項
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
別
表
第
二
（
九
の
項
（
別
表
第
一
十

一
の
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
基
準

と
し
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

－1－



提

案

説

明

食
品
衛
生
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
営
業
の
施
設
に
お
い
て
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
を
廃

止
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。

－2－


